
バサジィ大分ホームゲーム
市民無料招待
　Fリーグ選抜との試合に、市民を無
料招待します。
▪日時：7月7日㈰　午後1時～
▪場所：県立総合体育館
▪定員：ペア100組200人（多数時は抽
選）
▪申込み：往復はがき（1組1枚）に、申
込者2人の住所・氏名・電話番号を記
入し、6月25日㈫〈消印有効〉までに
㈱大分スポーツプロジェクト「大分
市招待事業」係（〒870-0846　花園
11-7　喜和屋ビル1階）へ。
問　スポーツ振興課（☎537-5979）

「援農かっせ隊」登録者募集
▪内容：農繁期の農家のお手伝い（ボラ
ンティア）
▪対象：農作業ができる個人または企
業、団体（未成年者は保護者の同意が
必要）
▪その他：交通費は自己負担、昼食は受
け入れ農家から提供。市ボランティ
ア保険が適用されます（自己負担な
し）。
▪申込み・問　農政課（本庁舎8階）に
備え付けの申込書（市ホームページ
でダウンロードも可）に記入し、同課
（☎537-7025）へ。

路上違反広告物除却推進員
ボランティア団体募集
▪活動内容：電柱などに設置されたは
り紙やはり札、立て看板などの除去
▪対象：市内に居住、勤務、通学してい
る20歳以上で、市が開催する講習会
に参加でき、2人以上で構成されて
いる団体（町内会・家族・企業など）
▪申込み・問　まちなみ企画課（本庁舎
7階）に備え付けの申請書（市ホーム
ページでダウンロードも可）に記入
し、6月17日㈪～7月12日㈮に同課
（☎537-5968）へ。

無料

©Oita	Sports	Project	Inc.

鳥獣被害防護柵資材の購入費
を助成します
　イノシシなどの鳥獣による農林産物
や人身への被害を防ぐための電気柵、
トタン柵、鉄線柵の資材購入費の3分
の2以内を助成します（上限あり）。
▪受付期限：12月27日㈮〈予算の枠に
達し次第終了〉
▪対象：令和2年2月末までに防護柵を
設置する個人・団体
▪その他：事前に申請書の提出が必要
です（購入後の申込みはできませ
ん）。
▪申込み・問　林業水産課（本庁舎8階　
☎585-6021）または各支所、本神
崎・一尺屋連絡所に備え付けの申請
書（市ホームページでダウンロード
も可）に記入し、各備え付け場所へ。

熱中症に注意しましょう
　熱中症は高温多湿な環境の下で、体
温調節がうまくできないことが原因で
起こります。特に高齢者、乳幼児は注意
が必要です。
　こまめな水分・塩分の補給などによ
り、熱中症を予防しましょう。なお、市
ホームページでは熱中症対策の目安と
なる「暑さ指数」が確認できます。
問　保健所健康課（☎547-8219）

児童手当を振り込みました
　6月期の児童手当（2月～5月分）を6
月14日㈮に振り込みました。該当者で
振り込みのない人はご連絡ください。
問　子育て支援課（☎537-5793）

戦没者慰霊巡拝
参加者募集
　厚生労働省では、旧ソ連地区、中国東
北地方、東部ニューギニア、アッツ島、
モンゴル国、ソロモン諸島、インド、マ
リアナ諸島、フィリピン、硫黄島への戦
没者慰霊巡拝を6月下旬から実施しま
す。関係遺族で参加を希望する人は、福
祉保健課（☎537-5737）へ。

送付と振込

募　集

介護保険負担限度額認定申請を
受け付けます
　次の要件すべてに当てはまる人は介
護保険施設の居住費・食費の負担が軽
減されます。
①生活保護受給者または市民税非課税
世帯（別世帯の配偶者含む）
②預貯金等が単身で1,000万円以下・
夫婦で2,000万円以下
※現在、交付している認定証の有効期
限は7月31日㈬です。引き続き認定を
受けるには更新申請が必要です。更新
申請は6月20日㈭から長寿福祉課（本
庁舎1階　☎537-5742）、各支所で受
け付けます。

65歳以上の人の介護保険料の
減免制度をご存じですか
　災害など特別な事情で納付が困難な
場合や、収入が少なく生活が著しく困
窮している人には減免制度を設けてい
ます。対象要件や申請期限があります。
詳しくは、長寿福祉課（☎537-5741）
へお問い合わせください。

20歳前障害基礎年金の
障害状態確認届（診断書）は
誕生月の提出に変わります
　これまで毎年7月末までに提出の必
要があった障害状態確認届（診断書）
は、7月以降に誕生日を迎える対象者
（原則1～5年に1度）から、誕生月の提
出になります。また、所得状況届（はが
き）は提出不要になります。
問　国民年金室（☎537-5617）

農地利用状況調査を実施します
　農業委員会では、毎年、地域を巡回
し、農地の利用状況を調査しています
（令和元年度は7月～9月に実施予定）。
調査の結果、耕作放棄地があった場合
は、所有者に対して農地の利用意向調
査を実施します。
問　農業委員会事務局（☎537-5654）

建設リサイクル法の
啓発パトロールを実施します
　6月24日㈪～28日㈮は全国一斉パ
トロール期間です。期間中は、市内全域
を対象に解体工事現場や新築工事現場
などに立ち入り、分別解体と廃棄物の
処分などの調査と指導を行います。
問　開発建築指導課（☎537-5635）
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環境対策課からのお知らせ
（①～③☎537-5762　
④☎537-5754）
①スズメバチの巣の駆除費を一部補助
します
　巣の駆除を市の指定業者に依頼した
ときは、費用の一部を補助します。
▪対象：個人（法人は対象外）
▪補助金額：駆除費用の2分の1
　（上限8,000円）
▪申込み：環境対策課へ。
②公共の場所で蚊やハエが異常発生し
たときは連絡を
　道路の側溝や水路等の公共の場所に
蚊やハエが異常発生したときは、環境
対策課へ。　※私有地に関しては個人
の責任で対応してください。
③空き地は適正な管理を
　「市環境美化に関する条例」により、
空き地の所有者（管理者）は雑草が繁茂
しないように適正管理するよう義務付
けられています。適正な管理をお願い
します。
④騒音を減らして快適生活を
　身近な音をもう一度見つめ直し、お
互いに快適な生活環境をつくりましょ
う。　⃝音源の位置や音量などを見直
しましょう。　⃝深夜、早朝は特に注意
が必要です。　⃝防音対策は十分に。　
⃝周囲への気配りが大事です。

インターネットで
差押不動産を一括公売します
▪住所…原新町353番地	
▪建物名…豊国スカイマンション大分
105号　⃝構造：鉄骨造　⃝種類：店舗
▪見積金額…1,190,000円
▪参加申込期間：7月4日㈭午後1時～
24日㈬午後11時　※申込みには保
証金が必要です。
▪入札期間：7月30日㈫午後1時～8月
6日㈫午後1時　※詳しくは、市ホー
ムページをご覧ください。売却を中
止する場合もあります。
問　納税課（☎537-5732）

看板などの広告物の安全点検を
行いましょう
　老朽化した広告物は倒壊や落下など
の恐れがあります。所有者・設置者・管
理者は点検を行うなど、安全管理に努
めてください。
問　まちなみ企画課（☎537-5968）

蚊による感染症に
ご注意ください
　世界的に蚊を媒介した感染症が多く
発生しています。日頃から「蚊に刺され
ない」「蚊を増やさない」ように予防・対
策を心掛けましょう。
問　保健所保健予防課（☎535-7710）

無料人権相談を行います
▪日時：7月3日㈬　午前10時～正午、
午後1時～3時　
▪相談員：人権擁護委員
▪内容：人権問題について
▪場所・問　人権啓発センター（ヒュー
レおおいた）〈J:COM	ホルトホール
大分1階　☎576-7593〉

土地や家屋などの実地調査に
ご協力を
　固定資産税の適正な課税を行うた
め、土地や家屋などの実地調査を行っ
ています。
※調査に伺う市職員は「固定資産評価
補助員証」を携帯しています。
問　⃝本庁・明野支所管内の人…資産
税課(土地については☎537-7286、
家屋については☎537-7291)　⃝
鶴崎・大在・坂ノ市・佐賀関支所管内
の人…東部資産税事務所(☎527-
2132)　⃝稙田・大南・野津原支所管
内の人…西部資産税事務所(☎541-
1406)

ジャンボタニシの卵の
一斉駆除にご協力ください
　7月を「ジャンボタニシの卵の全市
一斉駆除月間」としています。水路や水
稲の茎などに産み付けられた卵の駆除
にご協力をお願いします。詳しくは、市
ホームページをご覧ください。
問　生産振興課(☎537-5799)

清掃工場のダイオキシン類
測定結果をお知らせします
　平成30年度に測定した清掃工場か
らの排出ガス1㎥当たりのダイオキシ
ン類濃度の測定結果（平均値）は、佐野
清掃センター清掃工場が0.00132ナノ
㌘（1ナノ㌘は10億分の1㌘）、福宗環境
センター清掃工場が0.0073ナノ㌘で
した。この結果は廃棄物処理法で定め
る排出基準値を満たしています。
問　清掃施設課（☎537-5659）

地区公民館に学習スペースを
設けます
　地区公民館内に、小・中学生や高校生
などの学習のために利用できるスペー
スを7月2日㈫から設けます。
問　市民協働推進課（☎537-5612）

保健所衛生課からのお知らせ
（①☎588-2200
 ②③☎536-2704）
①狂犬病予防注射はお済みですか
　狂犬病予防注射は、すべての犬に毎
年4月1日～6月30日の間に1回受けさ
せることが法律で定められています。
②平成30年度食品衛生監視指導計画
実施結果
　市食品衛生監視指導計画に基づき、
食品関連事業者に対する衛生指導など
を実施しました。規格基準や県食品衛
生指導基準を超えたものについては、
事業者に対し、衛生状況の改善などを
指導しました。
③食中毒を予防しましょう
　高温多湿な時期は食中毒が発生しや
すくなります。食中毒予防三原則（清
潔、迅速・冷却、加熱）を守りましょう。

市障がい児巡回教育相談を
行います

場所 開催日 時間
稙田公民館 7月17日㈬

午前　　
9時30分
～

午後　　
4時30分

大分西部公民館 7月19日㈮
8月	 7日㈬

大分南部公民館 7月23日㈫
8月22日㈭

坂ノ市公民館 7月31日㈬
8月29日㈭

市教育センター 8月	 3日㈯
8月24日㈯

鶴崎公民館 8月27日㈫
▪内容：家庭での接し方、保育、教育、就
学手続きに関すること
▪対象：令和2年度就学予定で障がい
のある子どもの保護者または関係者
（保育士、教員など）　※個別相談で
秘密は厳守します。
▪申込み・問　市教育センター（碩田町
三丁目　☎533-7744）に備え付け
の教育相談票（市ホームページでダ
ウンロードも可）に記入し、7月12日
㈮までに同センターへ。

お知らせ

無料
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暮らしの情報 ▲


